
はじめに

　１９５１年９月１日にラジオ放送を行う民間放送会
社１）が開局して以降，日本の放送は戦後の新しい体
制として再始動した。戦前との大きな違いは民間放
送と公共放送との二元体制にあったが，もうひとつ
重要な違いはNHKにおける「ローカル放送」の存
在であった。ローカル放送は，地方放送局が地元に
密着した情報を元に制作した，一定地域に放送され
る番組及びそれを実現する体制を指す。戦前のラジ
オ放送にも一部ローカル放送は存在したが，NHK

の地方局が番組を独自制作し，一定の地域に放送す
るのは戦後が初めてであった。また，民間放送局も
各地方都市に誕生し，地域に根ざした放送を行うよ
うになった。このローカル放送は，戦後日本の放送
においてきわめて重要な意味を持っていた。それは，
日本の放送が民間放送と公共放送で成立するという
制度面だけでなく，放送の内容面においても国家の
直接的な制約から解放されたことを意味していたか
らである。戦後放送の草創期２）において放送の普
及に重要な役割を果たしたのが，１９５０年代以降の農
村各地に誕生した有線放送３）であった。有線放送
は，１９３７年に新潟県東頸城郡牧村原４）の明願寺で
始まったラジオを共同で聴取する施設を出発点とし
ており，新潟以外に北海道，千葉県などで独自に作
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戦後草創期ローカル放送の成立過程と地域メディア
─NHK北見放送局と有線放送の協力関係が目指したもの─

坂田　謙司ⅰ

　戦後日本の放送体制における特徴は，民間放送と公共放送との二元体制にあっただけでなく，NHKに
おける「ローカル放送」の存在があった。加えて，戦後放送の草創期において放送の普及に重要な役割を
果たしたのが，農村の有線放送であった。有線放送は，１９５０年頃からラジオの必要性と農村の貧困，無電
灯地帯の存在，都市部と農村・僻地の文化的格差拡大などを背景に日本各地の農村部へ広まっていき，
NHKラジオの再送信と自主制作番組を組み合わせた，もっとも小さな単位でのローカル放送として存在
したのである。１９６０年代に入ると，一部地域においてNHKの地方放送局と有線放送との間に協力関係が
築かれた。この協力関係はNHK地方局と個別の有線放送施設あるいは有線放送協議会のような団体との
間で結ばれており，NHK側から有線放送側に対して主にアナウンス講座や番組制作に関する技術的な指
導の形で行われた。また，有線放送はNHKに対して地域のさまざまな話題やニュース情報を提供してお
り，ローカル放送の取材拠点あるいは情報提供元として機能していた。本論では，NHKと有線放送が戦
後の草創期ローカル放送の成立過程においてどのような協力関係を築いてきたのかを，NHK北見放送局
と有線放送の関係，及び「北見地方有線放送協議会」発行の会報「有線放送」分析を通じて明らかにする。
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られていた５）。この有線放送は，１９５１年４月に施行
された「有線放送業務の運用の規正に関する法律」
によって放送法の準用が行われ，法制度面で正式な
放送の一部として認定された。そして，１９６０年代に
入ると一部地域においてNHKの地方放送局と地域
の有線放送との間に協力関係が築かれた。この協力
関係はNHK地方局と個別の有線放送施設あるいは
有線放送協議会のような団体との間で結ばれており，
NHK側から有線放送側に対して主にアナウンス講
座や番組制作に関する技術的な指導の形で行われた。
また，有線放送はNHKに対して地域のさまざまな
話題やニュース情報を提供しており，ローカル放送
の取材拠点あるいは情報提供元として機能していた。
このような協力関係は，一見すると日本の放送を司
る巨大組織であるNHKが，もっとも小規模な放送
施設である有線放送に対して一方的に指導している
ように感じられる。しかし，実際にはもっと互いの
存在を意識し，むしろ戦略的な互恵関係に近かった
といえる。それだけでなく，１９５０年代～６０年代とい
う戦後放送の草創期，特にローカル放送の草創期に
おいて，互いの協力関係の中で「ローカル」と「放
送」のあり方を巡るさまざまな試みが行われていた
のである。

１．戦前草創期ラジオとローカル放送

　知られているように，１９２５年に始まった日本のラ
ジオ放送は東京，大阪，名古屋の独立した放送局に
よってスタートした。番組も各局独自に作られてお
り，アナウンサーの声も統一されてはいなかった６）。
１９２６年８月に３局を解散させて新たに作られた社団
法人日本放送協会では，東京が中央放送局となり，
他は地方局扱いとなった。そして，中央放送局で制
作した番組を地方局経由で全国へ中継する方式へと
変わったのである。そのような状況のなかでも，各
局独自の番組が完全に無くなったわけではない。放
送の基本は東京中央放送局からの全国中継であった
が，後述するような若干のローカル放送枠があった

のである。
　では，本論で扱うローカル放送はどの程度実施さ
れていたのだろうか。例えば，南利明「戦前のロー
カル放送の軌跡─JONK（長野）小史─」７）は，１９３１
年３月８日開局の長野放送局８）において行われて
いた，戦前のローカル放送の詳細を紹介している。
　長野放送局では当初より地元の特色を発揮したプ
ログラム編成を目指していたが，開局初日から１８日
までの１０日間に放送したローカル番組は，県内各地
の俚謡（りよう），新民謡など夜間に放送された計
７本であった。また，その後もローカル番組の放送
は少なく，地元新聞にはローカル放送が少ないこと
への不満の投書が掲載されるなど風当たりが強かっ
た９）。このことは，ローカル放送への期待と需要が
高かったことを表している。そして，ようやく５月
１日から不況に苦しむ養蚕農家を対象とした「霜害
警報」「養蚕注意」「養業講座」が編成された。また，
６月１日からはローカルニュースが昼の全国ニュー
ス時間帯の一部を使って行われ，１０月７日には「あ
らゆる方面から信州を研究し，信州を語る『郷土講
座』」が全４６回１０）に渡って放送された。その後もさ
まざまなローカル番組が制作されたが，特に農家向
けのローカル番組としては１１月２４日から「農村経済
更正講座」が１０回に渡って放送され，団体聴取の呼
びかけが県下市町村長に要請されている１１）。その
後も長野放送局におけるローカル放送は徐々にでは
あるが拡充を続け，１９４１年には毎日最低１回はロー
カル放送の時間が設けられるようになった。このほ
かにも，１９３３年１０月４日に東京，札幌，仙台，京都，
長野，金沢，福岡の各放送局が参加して「仲秋名月
の夕」が放送され，１９３６年６月１９日に北海道・女満
別でみられた皆既月食のリレー中継が鹿児島から旭
川までの放送局によって行われた１２）。しかし，
１９４１年１２月８日に勃発した太平洋戦争によって放送
の中央統制が復活し，ローカル放送はその姿を消し
ていったのである１３）。
　このように，戦前の長野放送局では，積極的にロ
ーカル放送が行われ，地元の人びともローカル放送
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を求めていたことがわかるのである。では，戦後の
新しい放送体制において，ローカル放送はどのよう
な復活の道筋をたどったのであろうか。次節では，
戦後のローカル放送について確認したい。

２．戦後草創期ラジオとローカル放送

　いわゆる玉音放送が行われた１９４５年８月１５日以降
も，細々とラジオ放送は続けられていた。そして，
８月３０日にGHQが進駐し，９月１０日には「言論お
よび新聞の自由に関する覚書」の発表によって，ラ
ジオ放送は「当分の間，ニュース，娯楽，音楽番組
を主体とし，ニュース，解説，情報番組の送出は東
京放送局に限定」された。つまり，地方放送局によ
るローカル放送は，形式上無くなったのである。
　続く１９日には，GHQが被占領国である日本に与
える「新聞準則（プレスコード）」と「放送準則（ラ
ジオコード）」を指令。番組内容の検閲による規制
を行うCCD（Civil Censorship Detachment 民間検
閲支援）と番組の企画・制作・放送を指導するCIE
（Civil Information & Education Sector 民間情報教
育局）の２つの組織を使って，放送による日本人の
再教育が始まった。そして，アメリカ方式の放送シ
ステム（全日放送，クォーターシステム，定曜定時
制）が導入された。ローカル放送が中止されたもっ
とも大きな理由は「検閲」の実施にある。向後英紀
「CIE文書にみる対日放送政策　占領初期を中心
に」１４）によれば，９月１０日から放送番組の事前検閲
が始まり，１９４６年には６４００，１９４７年には８６００の番組
が事前検閲を受けた。また，事前検閲は１９４９年１０月
１６日に廃止されるまで実施されたが，廃止後も
CCDの番組内容に関するモニターは続き，番組制
作者への無言の圧力となったと記されている１５）。
そして，この事前検閲の実務は東京のCCD本部で
一括して行われており，検閲作業の実施体制という
実務的な面からも地方放送局のローカル放送放送は
中止されたと考えられるのである。
　しかしながら完全にローカル放送が閉め出された

わけではなく，一定の条件が整った場合のみ放送が
許可された。南利明が前出の長野放送局における戦
後ローカル放送の状況をまとめた「ローカル放送の
新展開」１６）によれば，「連合軍の占領等に関するロ
ーカル報道放送に関しては，各地域渉外局より発表
されたるものは各地方局で取り扱うことができる。
食糧，地方事情に関するローカルの解説もC.C.Dよ
りすでに発表されたものは許可される」という通達
が日本放送協会国内局長名で１９４５年１０月８日に出さ
れたことが記されている１７）。
　先述のように，放送番組は全て検閲の対象となっ
ており，検閲は主に東京で行われていた。そして，
地方局がローカル番組を放送する場合は，「事前に
東京へ原稿（録音の場合は録音盤）を送って許可を
とらなければならなかった１８）」のである。そして，
１９４５年末以降，次第に各地方局がある都市にも検閲
担当者が駐在するようになり，それに伴って遅々と
してではあるがローカル放送の数も増えていった。
この当時のローカル放送の内容は，ニュース，天気
予報，配給や生鮮食料品の値段などの情報番組が主
であり，１９４６年の第１回衆議院総選挙，１９４７年の参
議院総選挙が実施されて以降，ローカル放送の時間
はさらに増えていったのである。
　１９５０年「電波三法」１９）が成立し，放送法中に特殊
法人日本放送協会（NHK）と民間放送の設立が明記
された。民間放送局は「それぞれの地域に独立した
企業体として設置された」ので，放送内容には当然
地元地域社会との密接な関係，いわゆる「地域密
着」が求められた。しかし，地方民報局には十分な
番組制作能力がまだ整っておらず，地方民報局同士
の共同制作も盛んに行われていた。NHKは民間放
送開局を機に，「従来の全国放送中心の考え方を改
め，各放送局が必要に応じてローカル番組を編成で
きる時間やローカルニュースの回数を増やし」た。
その中でも農家向け農事番組は食糧増産や遅れてい
る地方文化の中でもさらに置き去りにされている農
村部に対して，農事情報，文化，教育などをラジオ
を使って届ける使命を担っていた２０）。例えば，「明

戦後草創期ローカル放送の成立過程と地域メディア（坂田謙司） 17



日の農作業（岡山放送局　１９５３年６月１日から放送
を開始）」がある。この番組は毎晩午後１０時からの
ローカルニュースに続いて１分から１分半の間に翌
日の天気に合わせた農家へのさまざまな呼びかけを
行った。このような地域に密着した農村向け番組制
作において重要な役割を果たしたのが，RFD（アー
ル・エフ・ディ）と呼ばれた農事番組担当者であっ
た。

３．RFDと農村向け番組

　RFD（Radio Farmer’s Director）は農事番組担当
者を指す呼称であり，農事番組の積極的編成に伴っ
て各地方局の職員の内１人が農事番組担当者すなわ
ちRFDに任命された。アメリカで第二次世界地戦
中に成果を上げた制度で，CIEの示唆によって１９５４
年４月に発足した。RFDは農村の農業改良普及員
（各都道府県が任命する農業全般の改善を指導）と
連携し，農村向け番組の制作を行った。各地のRFD
の活動は連絡機関紙「RFD便り」などによって情報
交換されており，地域の特色ある番組作りのノウハ
ウが共有されていた。では，具体的にどのような実
践が行われていたのだろうか。例えば，雑誌『放送
文化』誌上で３回にわたって座談会「ローカル放送
の実態を訊く」が行われている。第１回は東海・北
陸地方，第２回が北海道，そして第３回が四国であ
り，座談会には各地方局の局員のほか，大学教授や
生活改善専門技術員，図書館嘱託職員，観光連盟理
事なども出席して，ローカル放送の実態や，抱える
課題について語っている。これらの座談会において
ローカル放送におけるRFDの重要性が紹介された
のをうけて，１９５２年３月に大阪，名古屋，鹿児島，
熊本，仙台，札幌，松山の各RFDが同じく『放送文
化』誌上で座談会を行っている。
　このRFDによる座談会では，農家・農村向け番
組作りに対するRFDの存在意義と共に，番組作り
の難しさが語られている。まず意義については，
RFDが農村とラジオ（放送）をつなぐ重要な役割を

果たしている点が語られている。その中から，RFD
と農村向け番組との密接な関係を確認してみたい。

　まず，RFDが生み出した農民と放送局との密接な
関係が語られている。

「大體情報を流す組織としては，農事放送委員，こ

れは各局にできているものと變りないのですが，札

幌の場合は道一本で作り，その下に各地方局ごとに

作っております。そしてRFDが農村と委員会と番

組との間に立って動いているわけです。〈中略〉例

えば，特に時間を設けて産地の市況を扱ったりして

います。また北海道全體としても，水産関係は相當

にウェイトが大きいので，北海道全體の大宗である

にしんなどについては，水産試験場が毎年發表する

漁況の豫想を，電波を通じて漁村へ流していますが，

それが大體翌年の金融関係にまで大きく反映する。

そこまでラジオの効用といいますか，RFDの活動は

深く入っています（札幌中央放送局RFD）。」

　RFD活動の重点については，農村経済だけでなく
文化的な向上についても以下のように言及している。

「それはやはりRFDの目的と言いますか，農民の利

益になること，これが第一義にあるわけなんです。

特に四國はどちらかと言うと，東北方面と比べて農

民の經濟的意識というものが相當高く，非常に敏感

ですから，そういう問題を取上げることを本質とし

ていますが，それと同時に，農村の文化を高めるこ

と，そういう方面に特に今後は力を注いでいかなけ

ればならないのじゃないかと思うのです（松山中央

放送局RFD）。」

　番組作りの難しさについては，カバーする地域の
広さと対象の絞り方，放送の公平性などの問題が語
られている。また，農家と放送をつなぐ苦労もある。
農家の人々は，マイクに対する緊張感があるのでな
かなか本音を語ろうとしない。
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「田舎の人は裃をつけて放送することが偉いのだと

思い，平素の言葉で話すということは，自分のプラ

イドを傷つけるという潜入主観があるからです。で

すから大抵の人の原稿を見ますと，農林大臣のいう

ようなことをいっています（大阪中央放送局RFD）」

　そして，今後の農事放送のあり方として「スタジ
オの番組でなくて，番組が農村自體から生まれてく
る，その村の地方色が出るような放送になるべきじ
ゃないかと思います（名古屋中央放送局RFD）」と，
農村自身からの発信への期待が語られている２１）。
　このように，RFDは農村とラジオをより密接な関
係へと導く役割を担っていた。それは，NHKが目
指すローカル放送の理想型であり，農村が期待する
ラジオの姿でもあった。では，ラジオは農村に対し
て，具体的にどのような効果をもたらしていたので
あろうか。古宇田清平「農村とラジオ」２２）によれ
ば，農業・農村改善の必要性と４H（HEAD，Hand，
Herat，Health）クラブ活動との連携にラジオは大き
く貢献しているという。「農村が都會に比べて文化
水準の低いこと，そして農業に従事しておる人たち
の教養の程度が一般に低いことも否めない事實であ
る。従って新聞や雑誌や書籍などを読むことによっ
てHeadを養い，充實することは，かなり困難なこ
とである」として，４つのHそれぞれにラジオの効
果を説いている。
①「HEAD」：耳で聴く講話会がHEADの啓蒙に重
要であるとしたうえで「聴覚による頭脳の啓發にラ
ジオの貢献は講話會以上のものがあるであろう。」
と聴覚メディアのラジオの有効性を解説している。
②「HAND」：手腕や技術向上を指し，聴覚メディ
アでは実地の講習には叶わないとした上で「これら
を補うには，所謂テキストの使用，しかもそのテキ
ストには，話の内容筋書と共に，解り易い圖や冩眞
が挿入されなければなるまい」と，聴覚情報を補う
図解入りのテキスト活用を提案している。
③「HEART」：愛情に関しては，こじつけ的な感も
否めないが，読む，聴くに関係なく養成され，こと

にラジオで充分に養成されるとしている。
④「HEALTH」：心身ともに健康な生活が必要であ
り，農家にはさまざまな心労の種がある。「ラジオ
で農家の生活改善に関する内容を放送することが重
要である」として，ラジオ番組による娯楽や文化面
での効果を指摘している。
　最終的には，地域の特性によって作物が異なり，
どんなに良い作物でも栽培条件が与えられなければ
生育しないように，「農業改良普及に役立つべき農
事放送が，地域とは凡そ關連のない，とんでもなく
離れたものであっては愛想をつかされるであろう」
と結んでいる。古宇田清平はNHK経営委員会委員
であり，宮城県立農業高等学校講師という肩書きだ
が，放送側トップの意識としてはラジオ放送が農村
の「改善」に有効であり，特に文化・教養の低い農
村には，聴覚メディアであるラジオが効果的だとい
う意識がみえる。
　以下で詳述するように，敗戦によって農村も大き
く変化し，特に大きな変化として現れたのは農村で
生活する人びとの意識であった。それまで表面化さ
れてこなかった教育や文化面での都市部との格差は
簡単には解消できないほど広く，ラジオはその是正
を手助けしてくれる重要な道具として期待されてい
たのである。農村を対象としたローカル放送はその
重責を担っていたが，農村の問題を的確に捉えた上
で作られなければならない。農村に対する「地域密
着」が，ローカル放送には必須なのである。そして，
放送局側が農村に密着するための媒介者となるのが
RFDの存在だったのである。

４．農村側がラジオを求めた理由と目的

　次に，農村側からのラジオへの期待を確認してお
こう。敗戦後の復興期において，ラジオは新聞と並
んで重要な情報メディアであった。日々の生活や国
の行く末に関する情報はもちろん，引き揚げ者や行
方不明者の消息を尋ねる番組２３）。そして，娯楽や
教養などを伝えるメディアとしても期待されていた。
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先述のように，放送内容に関してはGHQの検閲が
行われ，ローカル番組の制作・放送にはさまざまな
制約と困難が伴っていた。
　一方，ラジオを受信する側は，受信機不足や電力
事情の悪さなどの問題に直面していた。特に，地方
農村地帯においてはラジオへの期待が高かったにも
かかわらず，ラジオ受信を円滑に行える環境にはほ
ど遠かった。農村地帯がラジオに期待したのは，主
に「農村文化の高度化」，「農村教養の高度化」，「農
村娯楽の高度化」という３つの高度化であった。敗
戦とGHQによる農村改革に伴って，農村で生活す
る人びとの意識も大きく変化した。特に，上記３点
に関してはこれまでの農村生活では手に入らず，そ
れ故都市部や近郊に対して大きく遅れているという
認識が高まり，その改善にラジオは期待されていた
のである。その結果，ラジオ受信の問題を解決する
方策として登場したのが有線放送であり，１９４８年頃
から日本各地の農村地帯で個別に登場し始め，年を
追うごとに施設数が倍増していることから，急速に
全国へ広まっていったことが分かる２４）。言い換え
れば，それだけラジオへの期待が高く，ラジオ受信
環境整備への渇望が具体的な行動へと昇華していっ
た現れと言えるだろう。
　有線放送は全国で建設されていたが，特に北海道
では広大な土地に点在する農家や無電灯地帯の多さ
など，所謂「僻地」と言われる地域が多かったこと
もあって，有線放送も多く建設された。そして，近
隣の施設が互いに連携して協議会を設立し，情報交
換や自主放送に関する技術向上を目的とした講習会
などを行っていた。北海道のなかでも特に活発な活
動を行っていたのが北見地方の有線放送であり，協
議会であった。この点に関する詳細は後述するが，
その北見地方の農村がラジオへの期待をどのように
感じていたかを「北見農村新聞」記事を参考に確認
してみたい。
　「北見農村新聞」は，敗戦直後の１９４６年から発行
され，現在も継続している北見地方の農村向け地域
紙である。本論執筆時点で「北見農村新聞」のホー

ムページ２５）からその目的を抜粋すると以下のよう
になる。

「昭和２１年１２月１日に第１号が，北見地方農村対策

委員会の機関紙として発行されたのが始まりである。

『北見の農民は自分達の新聞を持つことになった』

と高らかに謳い，その目的を『平和な，そして文化

の高い日本を再建するのには，なんといっても農民

の文化が高まらねばならない。文化を高めるのには

先ず，吾々の教養が高められねばならない。教養の

高い農民となるのには，何時も，生活，生産に必要

な事を良く見，良く聞き，良く理解し，よく研究工

夫することだ。」

　戦後の農村の文化的な高度化は，新生日本になく
てはならない要素だという自覚と自負がうかがえる。
　「北見農村新聞」は北見地方の農村内部からの声
を直に発信するメディアであり，その記事を分析す
ることで当時の北見地方農村がどのような状況にあ
り，何を求めていたかが確認できる。例えば，１９４７
年６月２０日付け「青年論壇　農村文化と教養」は，
上湧別村川副松子が執筆している記事である。川副
松子の属性を表す記載はないが，記事の趣旨からみ
て農村で生活する若い女性だと推察される。この記
事は，農村青年の主張を掲載して最後にコメントを
記すタイプ２６）であり，この記事にもコメントが添
えられている。

「私は文化國家の再建は何よりも第一に農村社会の

健全なる發達からでなければならないと考えられま

す。農村の健全な發達は，私達農村青年の堅實な歩

み方からでありしかもその歩みは現在の私達の教養

をもう一歩も二歩も高めたものでなければならない

と思います。」

　敗戦による民主主義の文化国家再建には，まず農
村の健全化と自分たち農村青年の教養を高めること
が必要だと主張している。これに対してのコメント
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は，教養を高めることが文化を高めることにつなが
るという主張だが，具体的な方法を研究し，発表す
ることで互いに啓発されるだろうという当たり障り
のない内容であるが，農村で実際に生活する人びと
がメディア（新聞）を通じてその思いを発露してい
ることに注目したい。
　農村やそこで生活する農民たちにとって，戦後の
農地解放は封建制の崩壊と人間らしい生き方への自
覚を芽生えさせた。しかし，その一方で農業経営の
難しさと，文化・教養の決定的な遅れがもたらす課
題にも直面することになった。文化・教養を高める
方法としては読書が第一にあるが，農村では本を簡
単に入手することができず，読書の習慣もない。教
育という点で考えれば，中学までがほとんどである。
貴重な労働力である青年には過重な期待と労働が課
せられ，早朝から日暮れまで働くのが常であった。
そんな状態で教養を養う余裕などなかったのである。
教養に関する主張も，少々長い引用になるが確認し
ておこう。

「過去に於ても農村の方々は一般に青年に對する教

育ということを切實に考えて下さることがうすかつ

た様に考えられます。農家は經濟的にも時間的にも

余裕が少なく，他の職業にたづさわる人よりも惠ま

れない生活に置かれてきました。朝は未明に起き，

夕は日影を踏んでまで働かなければならないという

のが眞の姿でもありました。ですから，大抵の農家

では大事な稼働力である青年という様な僅かな時間

を與えることさえ非常に迷惑に考えられる方も全く

なかつたとは申し上げられないと思われるのであり

ます。この様な環境に置かれた私達は環境のまゝに

あまんじこの（ママ）と申し上げる様な向上も發展

なく過して來ました。私達はこれでよいのでしょう

か。」

　教養の重要性は十分に理解しているが，実際の農
村生活における労働環境の過酷さが教養の獲得を妨
げ，そのことが農村の発展を遅らせることでさらに

労働環境の改善等が行われないという悪循環を生み
出しているジレンマを訴えている。
　農村に不足していたのは，文化・教養面だけでな
く娯楽面にもあった。「北見農村」１９４７年１２月１日
付け中濱明「農村娯樂の取入れ方」という記事には，
農村における娯楽享受の必要性と教養との関わりが
書かれている。この記事には「ラヂオ放送のあらま
し」という副題があり，同年１２月１５日の２回に渡っ
て掲載されている。記事中に明確な記載はないが，
おそらくラジオ番組で放送された内容をまとめたも
のではないかと推測される。
　記事では，まず農村が持つ自然に目を向け，それ
を享受することの重要性にふれ，そのために必要な
のは教養であり，教養を養うためには生活にゆとり
が必要である。しかし，現状では農村経営が変わら
ない限り，そんな余裕はうまれない。また，なぜ
「農村娯楽」などという特別な言葉が登場している
のかという疑問を呈し，日本の農業は苦労苦痛に満
ちており，それを慰めるためには特別な娯楽が必要
だが，農村には娯楽の機関に恵まれていないからだ
と分析している。

「考えてみますのに，これは日本の農業というもの

がヒドク苦労苦痛の多いもので。それを慰めるのに

特別な娯樂が入用だ。けれども農村には，そうした

娯樂のキカンに惠まれることが甚だ薄い状態にある。

というところに取り立てゝ問題にされる理由がある

らしいのです。」

　記事中には，明確に娯楽とラジオを結びつける記
述はなく，農業経営の改善と娯楽を享受できる生活
の余裕を作る面に主張の中心がある。しかし，農村
に娯楽機関がないという現状ははっきりと書かれて
いる。

５．農村における共同聴取待望の背景

　前述のような，文化，教養，娯楽の不足とその高

戦後草創期ローカル放送の成立過程と地域メディア（坂田謙司） 21



度化という要素を農村において実現させる手段とし
て，当時重要なメディアであったラジオが注目され，
それを地域単位で共有・享受する目的で作られたの
が有線放送であった。有線放送は戦前から一部の地
域で独自に実施されていたが，戦後における最大の
特徴はほとんどの施設がマイクを装備して自主放送
を行っていた点にある。当初この自主放送を含む有
線放送には法的規制はなかったが，放送を巡るさま
ざまな問題が発生（特に選挙に関する問題）するに
至って，１９５１年の放送法成立にあわせて「有線放送
の規制に関する法律」が制定され，「有線放送」とい
う正式名称と放送法の準用を受けることになった。
　筆者の調査によれば，全国のなかでも面積の広い
北海道は施設数が多く，北見地方においては特に活
発な活動が行われていたことが明らかとなってい
る２７）。中でも，常呂町（現北見市常呂）では伊藤広
重夫妻によって１９５０年から１９７１年までNHKラジオ
の再送信と自主放送が行われてきた２８）。この常呂
町の施設に関しては，「北見農村」１９４９年５月３０日
付け紙面に，「無電化部落に文化の惠　ラヂオ共同
聽取聽置」としてラジオ共聴取の必要性とその効果
が記されている。

「終戦後農村の電化は急速に進みつつあるとは云え，

未だに文化の惠みに浴しない農村が如何に多いこと

か。これらの經濟的に文化的に惠まれない農村にと

つて，ラヂオの共同聽取こそは，最も安價な費用で，

最も程度の高い文化の恩惠に浴することの出來る，

唯一つのはや路である。」

　この記事では，このように大きな期待を持たれて
いた有線放送が，北見地方第１号として上常呂に３
月下旬開設されたことを伝えている。この施設の特
徴は以下の通りであった。共同聴取施設内に設置さ
れたラジオ受信機と再送信設備を接続して増幅し，
地域内各戸を結ぶスピーカー線を使って受信した番
組を送りだし，屋内に据え付けたスピーカーで聴く。
それだけでなく，放送休止時間帯２９）に再送信設備

に接続したマイクを使って役場や農協からの伝達事
項を独自に送信し，講話，レコード音楽の鑑賞など
も行って，農村文化の向上と集会などの労力軽減を
図っている。これが自主放送であり，後にNHKと
の関係で重視されるポイントとなる。
　北見地方の有線放送は，上常呂近隣でも計画され
ていた。１９４９年６月３０日付記事には「端野でラヂオ
の共同聽取を完成」という記事で端野村協和部落、
１９４９年８月４日付けには「端野村改進部落でラヂオ
共同聽取完成」同じ端野村の別部落、１９４９年８月１１
日付には「全戸ラヂオの共同聽取近く完成」として
端野村，相内村，訓子府村でそれぞれラヂオの共同
聽取が完成していることと，秋までには上常呂２５ヶ
部落全４７０戸を対象として施設が完成する予定であ
ることが記されている３０）。
　このように，戦後日本の放送制度が確立する以前
から，地方農村では急速に有線放送が建設されてい
く様子が分かる。しかも，マイクを利用した公的な
お知らせやレコード演奏，講話などが，自主放送の
かたちで今後の農村で必要かつ重要とされていた文
化・教養・娯楽を提供していた。そのもっとも大き
な理由は，初期のNHKローカル番組は農村との関
係が密接でなかったからであり，RFDのような
NHKと農村をつなぐシステムがまだ機能していな
かったと考えられるのである。

６．地域放送を巡るNHKと有線放送の協力関係

　先述のように，北海道北見地方は１９４９年から有線
放送建設に，積極的に取り組んでいた。そして，
１９５１年に「有線放送の規制に関する法律」が施行さ
れて地域の放送施設としての存在が法的に明確化さ
れた後も，農村の文化，教養，娯楽の提供機関とし
て運営を続けていた。北見地方の有線放送が合同で
協議会を設立し，NHK北見放送局と共同で放送技
術向上のための各種講習会（アナウンスや番組構成
など）が催された。また，会報も発行され，そこに
はNHK北見放送局員も寄稿するなど，密接な協力
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関係を築いていた。戦後日本においてもっとも大き
な放送組織であるNHKともっとも地域レベルで末
端の放送施設である有線放送の協力関係は，単に技
術の支援というだけでなく，地域密着の地域放送を
研究し実践する最前線でもあったのである。
　北海道の放送は１９２８年の札幌放送局開局以降，
１９３２年に函館，１９３３年に旭川，１９３６年に帯広，１９３８
年に釧路，１９４２年に野付牛臨時放送所（北見放送局
の前身）開局と続いた。NHK北見放送局として開
局するのは，１９４６年８月８日である。NHK北見放
送局の場合，農村地帯を多く抱えているという地域
的特徴から，農村向けローカル番組も多数作られた。
１９５２年には「各市町村の農業改良普及員や道立農事
試験場北見支場の職員など農事関係者がRFD通信
員に委嘱」され，農村向け番組の充実が図られた。
当時のNHK北見放送局の番組編成を見ると，農村
向けをかなり意識していることがわかる。例えば朝
５時の放送開始は全国放送の「早起き鳥」であった
が，NHK北見放送局ローカルとして「きょうの農
作業」「農事メモ」「農業トピックス」「オホーツクの
漁業」などが組み込まれていた。昼休み時には「農
家のいこい」という娯楽番組，夜間の放送終了時に
はRFD通信員によるきめ細かな「あすの農作業」が
放送されていた３１）。
　これらの農村向け番組は，電波はもちろん，１９４９
年以降北見地域に作られた有線放送によって農家に
届けられ，合間には有線放送独自のお知らせが放送
された。当初，有線放送のもっとも大きな目的は
NHKのラジオ放送を農家へ確実に届けることにあ
り，お知らせ等の「自主放送」は空き時間を使った
有効活用であった。一方，NHK北見放送局側の有
線放送への眼差しは，ローカル放送として力を入れ
ていた農村・農家へ，自局の放送を確実に届けてく
れる存在であったと思われる。つまり，NHKにと
っての有線放送は，自局だけでは不可能な「あまね
く放送を届ける」という使命を完遂するための補助
的な存在だったと言えるのである。
　しかし，次第にその関係は番組の送り手・作り手

と受け手，あるいは補助的な存在という単純な形か
ら，互いに協力しながら地域と放送を強く結びつけ
る形へと変化していった。NHK北見放送局側は農
村向けローカル番組制作に関する情報入手，有線放
送側はNHKの農村向けローカル番組よりも一段深
い地域密着の放送メディアとして活動するための技
術力指導を必要としていた。そこに，新たな協力関
係を構築する鍵があった。有線放送側は連絡協議会
を設立して組織的なつながりの強化と技術指導を受
け入れる体制整備を行い，NHK北見放送局側は局
をあげて指導・協力を行ったのである。次に，その
具体的な内容が記載された北見地方有線放送協議会
会報の分析を通じて，その関係を明らかにしたい。

７．北見地方有線放送協議会会報にみる 
NHKと有線放送の関係

　「北見地方有線放送協議会（以下協議会）」は１９５２
年６月３０日に発足し，１９５３年９月１日に会報「有線
放送」の発行を開始している。ちなみに，北海道全
体の有線放送を対象とした「北海道有線放送協議
会」は２年後の１９５４年６月に発足し，会報の第１号
はさらに１年半後の１９５６年１月１０日に発行されてい
る。こちらの趣旨はアナウンスや番組作りなどの技
術情報ではなく，監督官庁との折衝や設備改修など
有線放送全体に関する運営面の情報提供を主として
いる。１９５６年１月に発行された「会報」第１号によ
れば，北海道全体で１２の地方協議会があり，有線放
送施設数は４３３，加入者数は１１５,６９４」となっている。
　さて，協議会会報『有線放送』第１号の巻頭言と
して初代会長木村武は「管内二万戸に及ぶ有線放送
施設の健全な普及発足を図り以て農村文化の向上と
社会福祉に貢献する」目的で協議会が発足されたこ
とを記している。また，有線放送がここ数年で急激
に農村地帯だけに普及した理由について，１．農村
文化の低さと都市部への通信施設集中，２．自由経
済下における農民経済を守るための迅速な情報の必
要性，３．農業生産と生活の合理化の前提として広
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大な地域における通信の時間・労力の効率化，の３
点をあげている。つまり，有線放送は戦後農村の文
化面と情報通信面での発展・向上を目指して，内な
る欲求から生み出された。そして，その前提として
強い危機感があったことがわかる。放送面だけでな
く通信面にも言及しているのは，ラジオを共同で聴
取すること以外に広大な地域に点在する農家同士の
通信手段として有線放送を活用する意図があったか
らである。実際に，インターフォンタイプの相互通
信機能も一部の施設では備えていた。
　創刊号にはNHK北見放送局長の「お祝い」も寄
せられている。そのなかで，北見地方を含むNHK
北見放送局の受け持ち地域である網走管内の聴取者
世帯数が５万１５０となり，率にすると７８％になって
いること。この率は全国平均の６７％，北海道全体の
７３％よりも高くなっていること。北見地方の場合は，
その半数が有線放送によるものである。しかし，施
設のなかには不十分なものあり，NHK北見放送局
の技術者を派遣していて，「今後共この紙上を借り
或は直接出向きまして，御相談にあたり，皆様の共
同聴取が一段と向上し常にラジオを楽しんで頂ける
ようにしたい」とNHKと有線放送との協力関係を
説明している。また，局長以外にもNHK北見放送
局関係者が記事を書いている。例えば「アナウンス
教室」は，NHK北見放送局アナウンサーがアナウ
ンス技術についての連載記事を載せている。
　分析に使用している『有線放送』は，恐らく現存
する現物としては唯一であり，欠号や部分的に切り
取られた状態である。NO．２６までは発行年が明
記３２）されていて，ほぼ年３回程度の発行頻度であ
る。所有しているもっとも発行年が新しいものは
「No．３１」であり，記載内容から恐らく１９４２年２月１６
日発行と推測される。ただ，これが最終号かどうか
は不明である。各号の内容は，協議会側の連絡記事
とNHK北見放送局側の技術解説記事に大別できる。
注目する点として，会報以外の場面でも協議会と
NHK北見放送局との密接な協力関係ががある。例
えば，No．３３３）会報には，「第１回アナウンサーコ

ンクール開催」の記事がでている。北見地方で初め
て行われたアナウンサーコンクールは，施設面で
NHK北見放送局の全面的な支援を受けただけでな
く，審査員として北見放送部長，アナウンサー，参
事（記載上は指導連となっているが正確な役職は不
明）の３名が行っていた。
　同時に，放送部長による審査講評も掲載され，そ
のなかでは審査基準をどこに置くのかについての記
述がある。「NHKの公共性とは多少性格と多少違う
としても，かといって，街の広告放送３４）とは全然
性格の違う，多分に公共性を持ったものと言える」
と，有線放送という「新しい地域の放送施設」に関
する認識を示している。
　NHK北見方雄局側が有線放送をどのように位置
づけていたかは，他の記事からも推測することがで
きる。地域におけるNHK地方局の存在については，
北見放送局放送部長小林滋がNo．８３５）にその意義
を記している。

「放送局は放送だけやっていればそれでいいわけで

すが，北見のような地方の局は，それと同時に，こ

の地方を構成する一員となって，ともに悲しみ，と

もに喜ぶといった血のつながりの中で，一層よい仕

事をして行きたいと念願しています。」

　また，No．１８３６）では，NHK北見放送局技術部長
飯高亘宏が公共放送NHKの使命と有線放送の使命
に関して，以下のように記している。

「私共，公共放送は受持の地域社会の聴取者に直結

してサービスすることが基本的な使命である限り，

聴取者とのつながりをどうするか，或は聴取上の難

点の根絶に私共は日夜努力を重ねている。有線放送

施設設立のよって来たところが，私共公共放送の使

命と全く同様に，その地域へのサービスであるだけ

に，より緊密に連携してお互いの不利な点を補いな

がら，我が町や村を明るい住みやすい楽園にしたい

と心から思うのである。」
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　公共放送の使命とはとりもなおさず全国に対する
「あまねく」であり，そして有線放送の使命は地域
に対しての「あまねく」である。その点において，
両者は同じ使命を共有している。そして，この「あ
まねく」には地理的な意味だけでなく，地域にとっ
て必要不可欠な情報面も含んでいる。言い換えれば，
放送の公共性をも共有していると言えるのである。
もちろん，地方局の一職員がNHK全体の意志を代
表しているわけではないが，少なくとも現場レベル
においての意識は確認できるであろう。
　また，No．３０３７）巻頭の「就任のあいさつ」では，
NHK北見放送局放送部長として赴任した佐藤潔氏
が挨拶文を寄稿している。そのなかで有線放送に対
する認識を記している。

「現代の社会に置いて（ママ）マスコミは大きな働

きをもつて，その及ぼす影響は非常に大きいといわ

れています。〈中略〉マスコミの一つである有線放

送にしても，年々その数は増加し，全国では三千の

多きにのぼつています。このようにマスコミが広く

深く成長するにつれて，その送り手となる私たちの

責任は非常に大きくなつてまいります。私たちはマ

スコミの送り手として，社会的責任の重いことを自

覚しながら，今後ともお互いに協力しあいながら努

力をつづけていかなくてはならないと考えておりま

す。」

　少なくとも現場レベルにおいては，NHK北見放
送局は有線放送の存在を「放送を担う地域マスコ
ミ」的存在であると認識していることが明確に示さ
れている。そして，送り手としての責任を，互いの
協力によって果たしていく決意も記されている。こ
の送り手としての責任とは，言葉としては明記され
ていないが公共放送としてあまねく放送を届けるこ
とであることは間違いないであろう。同時に，地域
において必要とされる番組の質や内容を指している
と考えられる。しかし，その認識はNHKと有線放
送の両者を完全に同じレベルの放送局あるいは地域

マスコミとして捉えていたのだろうか？筆者が２０１１
年６月に行った，NHK北見放送局勤務経験者への
ヒアリングによると，各有線放送との協力関係は当
時存在したが，NHK局員が直接取材をすることが
できない地域情報を提供してくれる「通信員」とし
てであった。中には，常呂町の伊藤広重氏のような
優秀な番組を制作できる人もいたが，あくまでも例
外であったと語っていた３８）。とは言え，広大な地
域の細かい情報を入手し，地域放送としてあまねく
伝えていくためには有線放送の存在が不可欠であり，
それは単なる情報源や取材員としてだけではなく，
あくまでも地域放送を共に作って行く協力者として
であったと考えられるのである。

８．公共放送をめぐる二重の議論構造

　放送法において明示されているようにNHKは公
共放送という新しい放送の役割を担っていたが，戦
後草創期放送の公共性に関してはまだ議論が盛んに
行われている部分が多かった。戦後の放送制度のな
かで登場した公共放送は，民間放送という二元体制
のなかで位置づけられるが，放送の公共性を巡る議
論は１９２５年のラジオ放送開始前後から行われていた。
津金澤聰廣によれば，わが国における放送の公共性
論議は「戦前にはラジオ放送開始前後，主にその事
業体のあり方をめぐってすでに論争されてきた前史
をもつが，敗戦直後の新放送制度をめぐる議論は，
いわゆる『放送民主化』の波に乗り，より広い範囲
で関心を呼びおこした３９）」と指摘しているように，
まずは放送の中身ではなく戦後民主主義における位
置づけ，つまり国家からの独立と非独占が議論の中
心であった。言い換えれば，国家規模での放送制度，
放送のありかたが議論されるのであって，有線放送
のようなまさに地域レベルでの実生活に照らした放
送のあり方をめぐる議論とは次元が異なっていた。
しかし，有線放送はNHKのラジオ放送と自らが制
作する自主番組を同じ「線」を使って送信し，１つ
の「放送」として農家に直接届けていた。そして，
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NHK北見放送局自身も，有線放送に対して公共性
を持った放送を担う施設としてとらえていたのであ
る。
　ここには，放送の公共性をめぐる位相の異なる二
つの議論構造がみえる。国家レベルの放送をめぐる
公共性議論と地域レベルでの放送の実践をめぐる議
論である。前者は現在も継続されているが，後者は
存在すら気づかれてはいない。花田達郎は「『放送
の公共性』から『放送による公共圏』へ」４０）のなか
で，放送の公共性を巡る議論を「実態的放送の公共
性」と「規範論的放送の公共性」の２種類に分けて
いる。「実態的放送の公共性」議論は，電波資源の
有限希少性と放送の社会的影響力の大きさなど，国
家による放送の規制と事業者による放送の独占問題。
「規範論的放送の公共性」議論は，ハーバーマスの
「公共性の構造転換」を基礎とした，放送制度にお
ける非国家的・市民的ありかたである。本論では，
上記の２つの公共性議論に加えて，「地域実践論的
放送の公共性」を提起したい。すなわち，制度・政
策や理論とは異なる地域的な次元で実践される地域
放送と公共性を巡る議論である。
　戦後新放送制度の誕生以降，放送を巡る公共性議
論はNHK対民間放送という構図を基本とし，放送
制度，NHKの公共性のあり方，政治的な普遍性，民
間放送の商業主義，NHKの民間放送圧迫，NHK受
信料などを具体的な事例として行われてきた。特に，
有線放送が登場し始めた１９５０年代後半から，もっと
も普及していた１９６０年代・７０年代においては，テレ
ビの登場・普及もあって，放送議論は８０年代の地域
活性議論まで実体的な地域そのものから離れていた
と言える。その一方で，もっとも末端の実体的地域
レベルにおいては，これまで見てきたような現実的
な生活レベルで放送の公共的役割とは何かについて，
実践を通じた模索が行われていた。
　先述の『有線放送』に寄稿されたNHK北見放送
局員（放送部長は現場の責任者）の認識では，公共
放送の使命は「あまねく」放送を届けることと同時
に，地域生活にとけこんだ放送を届けることでもあ

った。そして，そこには同じく地域に「あまねく」
放送を届ける存在としての有線放送との連携を重視
し，協力関係を築いていくことで公共放送としての
使命を果たすという「地域実践」から積み上げられ
た公共放送論が見えるのである。
　この「地域実践論的放送の公共性」議論は，１９６０
年代後半以降姿を消してゆく。大きな理由は有線放
送の衰退である。つまり，地域において実践的に放
送を行う主体が不在となったのである。ラジオ受信
機の普及と農村情報化に伴う新しい情報伝達メディ
アへの以移行。そして，放送から電話への，地方農
村におけるコミュニケーション需要の変化がある。
有線放送に電話機能を加えた「有線放送電話」の登
場は，農村に放送と通信を併せ持つ地域限定のハイ
ブリッド・メディアをもたらしたが，高度成長期に
おける若年労働人口の都市部への流出と共に農村と
都市部を結ぶコミュニケーション・メディアの欲求
が増大した。その際，多くの農村地帯は日本電信電
話公社（全国網）と有線放送電話（地域限定）とい
う選択の必要性に迫られ，施設の老朽化という説得
的な理由とともに多くの施設が廃止の道を選んだの
である。それでも一部の施設は放送を継続したが，
もはや地域の放送を担うだけの力と存在感を失って
しまった。その結果，公共放送NHKとの放送の公
共性をめぐる実践関係も次第に希薄となっていった
のである。
　以上のように，戦後日本における放送草創期には
多様な実践が地域単位で行われており，特に地方農
村においてはNHKと有線放送という実体的な協力
関係が築かれていた。そこには，規模の大小や国家
レベルと末端の地域レベルという差を超えた，明確
な共存関係が意識されていた。また，NHKと民間
放送という二元体制のなかで放送の公共性をめぐる
さまざまな議論が行われていたが，議論の中心は電
波の希少性に基づく規制・独占と放送制度・政策に
おける市民的関わりであった。しかし，先の実体的
地域レベルにおけるNHKと有線放送の実践のなか
では，「地域実践論的放送の公共性」をめぐる議論
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と実践が行われていたのである。残念ながら，この
議論は有線放送の衰退と共に立ち消えになったしま
った。現在では，地域における放送実践の主役はコ
ミュニティFMが担っているが，本論で明らかにし
たような放送の公共性を巡るNHKとの協力関係を
見いだすことはできない。今後の研究を通じて，
「地域実践論的放送の公共性」議論の新たな展開を
探ってゆきたい。
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Abstract : Japan’s post-war broadcasting system featured a dual system of public broadcasting (NHK) and 
commercial broadcasting as well as local broadcasting services of NHK (Japan Broadcasting Corporation). 

At the inception of post-war broadcasting, furthermore, wired broadcasting in rural communities played a 

significant role in the spread of broadcasting in Japan. With a backdrop of increasing demand for radios, 

impoverished rural areas, villages with no electric lighting, and widening cultural disparity between cities 

and rural/remote areas, wired broadcasting services grew rapidly in rural Japan from around 1950, leading 

to the development of a local broadcasting service, as a smaller unit, that featured a combination of 

rebroadcast NHK radio programs and independently produced programs. In the 1960s, cooperative 

relationships were established between NHK’s local broadcast stations and local wired broadcasters or wired 

broadcasting associations in some areas of Japan. Under such cooperative relationships, NHK provided 

wired broadcasters with lectures on announcement and technical guidance regarding production of 

programs. Wired broadcasters, in turn, offered a wide variety of topics and news information to NHK, 

serving as a news coverage base for a local NHK station or as an information provider.

This paper clarifies the kind of cooperative relationship that was established between NHK and wired 

broadcasters at the inception of the post-war local broadcasting services, by focusing on relationships 

between NHK Kitami broadcast station and a local cable broadcaster and examining the newsletter “Wired 

Broadcasting” issued by the Kitami Wired Broadcasting Association.

Keywords : local broadcasting at its inception, NHK, wired broadcasting, publicness
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